
O s a k i  T o w n大崎町役場（代表） ☎099-476-1111

令和７年度 町県民税申告の受付が始まります
税務課 問 町民税係（113 ～ 115）

●受付時間：午前９時から午後３時まで
※�今年度より該当集落を設けておりません。ご都合のつく日でご申告ください。 

中央公民館１階会議室で受け付けております。（※３月16日（月）は午前中のみの受付です。）

期　日 申告会場

２月14日（土）
野方農村環境改善センター

２月15日（日）

２月22日（日） 菱田農村環境改善センター

２月16日（月）から 
３月16日（月） 

※上記期間の平日のみ
中央公民館会議室（１階）

　「確定申告書等作成コーナー」は 
　こちらから⇒　　

【お問い合わせ先】　大崎町役場　税務課　町民税係　☎476-1111（内線113 ～ 115）

※ �町県民税申告に併せて簡易な確定申告も受
付しておりますが、青色申告の方、住宅借
入金特別控除適用が初回の方、株式等の取
引で譲渡所得や配当所得があった方、居住
していた住宅を売却し、特別控除を受ける
方などは、ｅ－Ｔａｘや大隅税務署で確定
申告をお願いします。

※ �「確定申告書等作成コーナー」（国税庁ホー
ムページ）による自宅等からの確定申告もご
利用ください。なお、ｅ－Ｔａｘによる申
告をおこなう場合には、マイナンバーカー
ド及び暗証番号が必要です。

保健福祉課 問 介護福祉係（145）

みんなで支える介護保険
⃝障害者控除について
　確定申告をされる方、または扶養家族で介護保険の要介護認定（要介護１以上の認定）を受けてい
る家族のいる方については『障害者控除』の対象になりますので、介護福祉係の窓口で『障害者控除対
象者認定書』の申請をお願いします。なお、申請書類をもとに調査をおこないますので、認定書につ
いては後日郵送で交付いたします（窓口では申請書の提出のみとなります）。
※�障害者控除対象者の認定は、原則として12月31日における現況により�  

判断するものとなるため、交付は１月以降になります。

【障害者控除の判断基準】

要介護状態区分 認定区分
控除額

所得税 住民税
要介護１～要介護２ 障害者に準ずる 27万円 26万円
要介護３～要介護５ 特別障害者に準ずる 40万円 30万円

認定されると
所得税や住民税の所得控除が受けられます！
（要支援１～２の方は対象外）

要介護認定を
受けている方は

申請しましょう！
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